
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 浜 市 
 

令和元年５月作成 
 

高浜市の未来を表現するシンボルマーク 

デ ザ イ ン マ ニ ュ ア ル 
 

高 浜 市 市 制 ５ ０ 周 年 

 



１. はじめに 

  

本市は、1970 年 12 月 1 日に碧海郡高浜町から高浜市となり、2020 年 12

日 1 日に市制施行 50 周年を迎えます。 

半世紀の時を経て、高浜市として次の 50 年を築き、100 年を迎えていくため

の新たなスタートを切るため、これまでの 50 年間、高浜市を支えてきた先人た

ちの想いをこれからの 50 年を創っていく世代に伝えていくため、高浜市 50 周

年記念事業を実施します。 

そこで市制５０周年を内外にＰＲするとともに、記念する取り組みに活用す

るため、市制５０周年シンボルマークを公募により募集し、選考により決定い

たしました。 

このマニュアルに基づき、シンボルマークデザインを様々な場面で活用して

いただきますようお願いいたします。 

 

令和元年５月 

高 浜 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．シンボルマークの使用について 

 

シンボルマークを多くの方に使っていただき、高浜市市制 50 周年のＰＲにつ

なげていきたいと考えています。積極的にご使用いただき、ともに市制 50 周年

を盛りあげていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■シンボルマークの使用を希望されるかたは申請が必要となります。 

  

申請書を高浜市役所総合政策グループに直接提出または郵送してください。 

 ※個人での使用または報道機関が報道等の目的のために使用する場合は、 

申請の必要はありません。 

 

■承認基準 

 

 高浜市民、高浜市に拠点のある企業、団体または市制 50 周年のＰＲや高浜 

市の魅力情発信につながる活動等をしようとする方 

 

ただし、シンボルマークの使用が次のいずれかに該当する場合は使用できません。 

（１）法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（２）特定の政治、思想、宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（３）自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、または思料するおそれがあると

認められるとき。 

（４）市の品位を傷つけ、または傷つけるおそれがあると認められるとき。 

（５）その他市長が使用について不適当であると認めるとき。 

 

 



３．市制 50 周年基本デザイン ～ シンボルマーク ～ 

 

～シンボルマークに込められた想い～ 

高浜市が掲げている将来都市像「思いやり支え合い手と手をつなぐ大家族たかはま」を

元にデザインしました。人々が手をつないで丸くなっている姿は、協力や希望、明るい

未来が連想されます。 

またカラフルな色づかいによって老若男女すべての人という多様性を表現しました。人

の形は高浜市の「Ｔ」をモチーフにしています。 

５０周年記念ということで、５放射相称のデザインに仕上げました。 

シンプルなため、白黒でも拡大しても確認性が高いシンボルマークになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モノクロ版 



４．市制 50 周年基本デザイン ～ キャッチフレーズ ～ 

 

～キャッチフレーズに込められた想い～ 

面積１３㎢と小さなまちだからこそ、気軽に市内を自転車で一周することがで

きます。５つのエリアに足を延ばしてみると、５０年の歴史の中で培われた「も

のづくりの伝統」や「おいしいもの」に触れることができます。さらに、交通

の便も便利よく通勤や日常の買い物にも快適、さまざまな公園もあり住みよさ

を感じることができるまさにちょうどいいまち「地元：高浜」です。このまち

を創り続けてきた、５０年の歴史を胸に刻み、新しい風を吹き込みながら、こ

の先も進んでいきたいという想いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モノクロ版 



５．市制 50 周年基本デザイン ～ ロゴタイプ ～ 

 

※デザインの単独使用はできません。 

 シンボルマーク、キャッチフレーズと組み合わせてご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．使用パターン ～ 基本パターン ～ 

 

「シンボルマーク」「キャッチフレーズ」「ロゴタイプ」を組み合わせたものを

基本パターンとして使用します。※使用方法によってシンボルマーク単独での

使用、基本パターン以外の使用を希望の場合はご相談ください。 

 

【基本パターン／タテ型】     【基本パターン／ヨコ型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊使用するスペースに合わせて、タテ型、ヨコ型を使い分けてご利用ください。 

 

 

 

＊基本パターン／最小サイズについて 

  基本パターンのサイズは使用内容に応じて自由に 

縮小・拡大して使用できますが、見やすさを考慮して 

最小サイズを右のように定めていますので、 

使用の際はご注意ください。 

   

１７ｍｍ 

３５ｍｍ 



６．使用パターン ～ 背景ありパターン ～ 

 

背景色等の関係で、基本パターンでは、 

マークが見えにくい場合は、以下の背景ありパターンを使用してください。 

 

【背景ありパターン／タテ型】  【背景ありパターン／ヨコ型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊背景ありパターン／最小サイズについて 

  背景ありパターンについても 

最小サイズを右のように定めていますので、 

使用の際はご注意ください。 

   

 

 

１９ｍｍ 

３７ｍｍ 



７．使用パターン ～ モノクロパターン、白抜きパターン ～ 

 

モノクロ印刷、単色印刷等の場合にご使用ください。 

 

【モノクロパターン／タテ型】      【白抜きパターン／タテ型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モノクロパターン／ヨコ型】 

 

 

 

 

 

 

【白抜きパターン／ヨコ型】 

 

 

 



８．使用不可の例 

 

マークの色の変更、マークの変形、３Ｄ処理、バランスの変更、要素追加等、は使用不

可とします。 

変形させない 

 

 

 

 

 

 

 

バランスを変えない 書体を変えない 

色を変えない 

 

 

 

 

 

 

 

画像を傾けない 影をつけない 

要素を追加しない。 

 

 

 

 

 

 

３Ｄ処理をしない 色の順番を変えない 

ちょうどいいまち 
ちょっといいまち 
これまでもこれからも 



９．使用例 

 

 

■使用例（市役所職員名刺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職 

高浜  太郎 
たかはま    たろう 

役職 

高浜  太郎 
たかはま    たろう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合先】 

 高浜市役所 企画部 総合政策グループ 

 ＴＥＬ：０５６６－５２－１１１１ 

 ＦＡＸ：０５６６－５２－１１１０ 

 メール：seisaku@city.takahama.lg.jp 


